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令和４年度からの広島市水道局建設工事安全協議会の活動等について 

 
 

平素より、本協議会の活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

さて、「広島市水道局建設工事安全協議会」（以下「協議会」という。）は、広島市水道局発注の工事

において、工事関係者の安全意識の高揚を図ることを目的とし、発注者と受注者が連携した安全活動を実

施しております。 

昨今の本協議会や他の安全関連の活動状況及び工事の発注形態を受け、令和４年４月より、以下のとお

り要綱の改訂等をさせていただいております。 

内容をご確認のうえ、引き続き、協議会の活動にご協力いただきますようお願いします。 

 
１ 要綱等の主な改訂等内容 

（1）「広島市水道局建設工事安全協議会要綱」（以下「要綱」という。） 

内 容 現 行 改 訂 

会員 

（発注者） 
会長が指名する水道局職員 

施工担当課長、施工担当係長、監督 

員 

 

 
会員 

（受注者） 

 
 

契約工期が３か月を超える工事 

（設備工事にあっては、製作期間を

除いた期間が３か月を超える工事） 

当初請負金額が 250 万円以上（建

築・設備工事にあっては、当初請負

金額 500 万円以上かつ当初契約工

期（着手日選択期間及び設備工事に

おいては、製作期間を除く）が９０ 

日以上）の工事 

会員の期間 契約日から工事完成日まで 工事開始日から工事完成日 

開催回数 年４回 年２回 

 
（2）「広島市水道局建設工事安全協議会の運営に関する運用」（以下「運用」という。） 

内 容 現 行 改 訂 

開催月 ４月、７月、１０月、１月 ９月、１月 

安全パトロール 

(相互安全点検) 

技術管理課職員及び受注者により

実施 
会長が指名する会員により実施 

安全管理状況 

報告書 
毎月５日までに工事担当課へ提出 

削除 

（廃止） 

安全点検表 

(写し) 
― 

協議会開催月（９月、１月）の前月 

１５日までに施工担当課へ、提出

日の直近施工日の安全衛生の点検

の記録の写しを提出 

 

要綱及び運用は、下記４により確認可能です。 

 



（3）特記仕様書 

特記仕様書に、以下を追加（令和４年４月１日以降契約を締結するものから） 

 

（4）「建設工事を施工される方へ」 

上記(3)に伴い、契約後に施工担当課から配布する「建設工事を施工される方へ」から「広島市

水道局建設工事安全協議会について」の記載を削除（令和４年４月１日から） 

 
２ 安全協議会（９月、１月開催）について 

９月及び１月開催予定の協議会に先立ち、運用のとおり、安全点検表の提出のほか、相互安全

点検を実施するよう考えていますのでご協力のほどよろしくお願いします。 

なお、詳細につきましては、開催月の前月はじめごろに改めて依頼させていただきますので、

よろしくお願いします。 

 

３ 事務局からの通知について 

今年度より、協議会の開催とは別に、事務局から安全管理に関連した情報の発信等をさせてい

ただきたいと考えています。 

通知があった際には、資料を確認いただき、安全管理の推進に役立てていただきますようお願

いします。 

 

４ ホームページへの掲載 

令和４年４月から広島市水道局ホームページで協議会について、掲載をはじめました。 

 【場所】トップページ > 組織でさがす > 技術部 > 技術管理課 > 広島市水道局建設工事

安全協議会について 

【URL】http://cms.water.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/8/4305.html#2 

 

以下の内容を掲載してますので、日頃の安全活動の参考にする等、活用してください。 

【掲載内容】 

◆対象工事 

 ◆構成 

 ◆要綱、運用 

 ◆協議会資料等 

  ・過去の協議会の資料 

  ・過去の事務局からの通知 

 ◆安全に関連したリンク集 

  ・厚生労働省 

  ・国土交通省 

  ・広島市水道局 
 

５ その他 

要綱等改訂（令和４年４月１日）前に契約を締結し、協議会に加入済の工事につきましては、

要綱等改訂後も加入扱いとなりますので、引き続き活動にご協力いただきますようお願いします。 

広島市水道局建設工事安全協議会について 

当初請負金額が２５０万円以上（建築及び設備工事にあっては、当初請負金額が５００ 

万円以上かつ当初契約工期（着手日選択期間及び設備工事にあっては製作期間を除く）が 

９０日以上）の工事の受注者は、工事開始と同時に広島市水道局建設工事安全協議会に入会

し、別途定める「広島市水道局建設工事安全協議会要綱」及び「広島市水道局建設工事安全協

議会の運営に関する運用」により安全活動を実施すること。 
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